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付
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。



衆
議
院
議
員
井
坂
信
彦
君
提
出
医
療
事
故
調
査
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
事
故

調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
六
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
六
条
の

十
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
事
故
（
以
下
単
に
「
医
療
事
故
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
同
項
に
規
定
す
る
病
院
等
（
以
下

単
に
「
病
院
等
」
と
い
う
。
）
の
管
理
者
又
は
遺
族
か
ら
、
当
該
医
療
事
故
に
つ
い
て
調
査
の
依
頼
が
あ
っ
た
と
き
は
、
必

要
な
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

お
尋
ね
の
「
前
提
」
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
が
平
成
二
十
六
年
十
月
十
六
日
に
公
表
し
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十

五
日
及
び
同
年
九
月
二
十
八
日
に
更
新
し
た
「
医
療
事
故
調
査
制
度
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
」
に
お
い
て
、
「
医
療
機
関
の
管
理

者
が
「
医
療
事
故
」
と
し
て
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
に
報
告
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
遺
族
又
は
医
療
機
関
が
医
療

事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
に
調
査
を
依
頼
し
た
場
合
に
は
、
医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
が
調
査
を
行
う
こ
と
が
で

き
ま
す
」
と
お
示
し
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

一



法
第
六
条
の
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
セ
ン
タ
ー
の
医
療
事
故
が
発
生
し
た
病
院
等
の
管
理
者
に
対
す
る
必
要
な
協
力

の
求
め
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
管
理
者
は
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
医
療
事
故
調
査
制
度
の
施
行
に
当
た
り
、
「
医
療
事
故
調
査
制
度
の
施
行
に
係
る
検
討
会
」
に

お
い
て
、
公
益
社
団
法
人
日
本
看
護
協
会
及
び
一
般
社
団
法
人
日
本
医
療
法
人
協
会
を
含
め
た
幅
広
い
関
係
者
の
意
見
を
聴

き
つ
つ
、
必
要
な
省
令
、
通
知
等
を
定
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
医
療
事
故
調
査
制
度
は
、
法
及
び
当
該
省
令
、
通
知
等
に
則

し
て
適
切
に
実
施
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

医
療
事
故
調
査
制
度
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
で
開
催
さ
れ
た
「
医
療
事
故
に
係
る
調
査
の
仕
組
み
等
の
あ
り
方
に
関

す
る
検
討
部
会
」
等
に
お
け
る
医
療
関
係
者
、
患
者
等
の
意
見
を
踏
ま
え
た
検
討
の
結
果
、
原
因
究
明
及
び
再
発
防
止
を
図

り
、
医
療
の
安
全
と
医
療
の
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

御
指
摘
の
よ
う
な
医
療
事
故
の
被
害
者
の
救
済
や
責
任
の
追
及
に
つ
い
て
は
、
裁
判
等
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え

て
お
り
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
討
を
行
う
に
当
た
っ
て
も
、
医
療
事
故
調
査
制

二



度
の
趣
旨
に
も
照
ら
し
て
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三


